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１ 目的 

  伊東市におけるＤＸの推進としてキャッシュレス決済機能付きセミセルフレジ（ＰＯ

Ｓレジ端末・自動釣銭機・キャッシュレス決済端末）を導入し、窓口業務の効率化と住民

サービスの向上を図るとともに、限られた財源と人員の中で持続可能な行政運営を確立

し、住民満足度の高い窓口環境を整備する。 

  特に、現在現金のみで収受している証明書交付手数料等について、キャッシュレス決済

を取り入れることにより、支払方法の選択肢を増やし、窓口利用者の利便性の向上を図る

ことを目的とする。 

  そこで、市民課、課税課、会計課及び一部の出張所にＰＯＳレジ端末及びキャッシュレ

ス決済端末等の機器を導入し、それらに関するシステムを構築するため、価格のみではな

く提供サービス等の内容全般を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者と契約

を締結する必要があることから、プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者を

選定するものとする。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業務名称  伊東市セミセルフレジ導入業務 

 ⑵ 履行期間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 ⑶ 設置場所  伊東市セミセルフレジ導入業務仕様書（以下「仕様書」という。）２に

記載の６か所 

 ⑷ 提案限度額 

  ア 導入業務 １２，１００，７１８円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※１ 自動釣銭機付きＰＯＳレジ端末、キャッシュレス決済端末を設置する台及び

設置に必要となるＬＡＮケーブル等の購入費（搬入、設置費及び初期設定費等含

む。）及び令和８年１０月から令和９年３月までの以下の手数料及び使用料を含

む。 

     ① セミセルフレジ導入に伴う管理クラウドシステム導入手数料 

     ② キャッシュレス決済導入手数料 

     ③ セミセルフレジ管理用クラウドシステム使用料 

     ④ セミセルフレジキャッシュレス決済搭載使用料 

 

  イ 保守業務 ８１０，４８０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※２ 導入後、６か月分（令和８年１０月から令和９年３月まで）の保守業務 

 

３ 業務内容 

  仕様書のとおり 
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４ プロポーザルに関するスケジュール（予定） 

No 項目 期日 

⑴ 公募（市ホームページ掲載）開始 令和８年７月１日（水） 

⑵ 質問書 提出期間 令和８年７月１日（水）午前８時３０分から 

令和８年７月６日（月）午後５時まで 

⑶ 質問の回答（市ホームページ掲載） 令和８年７月７日（火）午後５時 

⑷ 企画提案書提出期間 令和８年７月８日（水）午前８時３０分から 

令和８年７月１７日（金）正午まで 

⑸ 選定委員会（５者を超えた場合） 令和８年７月１７日（金）午後１時 

⑹ 選定委員会参加者決定通知 令和８年７月２１日（火） 

⑺ 選定委員会（プレゼンテーション） 令和８年７月２３日（木） 

⑻ 契約締結 令和８年７月下旬 

 

５ 参加資格等 

  本業務プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し

ていないこと。また、同条第２項による措置を現に受けていないこと。 

 ⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者（更生手続開始の決定を受けている者を除く｡）でないこと。 

 ⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者（再生手続開始の決定を受けている者を除く｡）でないこと。 

 ⑷ 伊東市暴力団排除条例（平成２４年伊東市条例第１９号）第２条第１号から第３号ま

でに規定する者でないこと。 

 ⑸ 伊東市指名停止措置要綱（平成９年伊東市告示第１８号）第２条の規定に基づく指名

停止期間中でないこと。 

 ⑹ 直近１年間において、国税及び伊東市税の滞納がないこと。 

 ⑺ 令和８年度伊東市（物品）入札参加資格登録業者に登録されていること。登録されて

いない場合は、伊東市公式ホームページにて、登録に必要な書類を確認し、伊東市総務

部庶務課契約検査係へ提出し、企画提案書提出期限までに登録を完了すること。 

 

６ 質問の受付及び回答 

  本募集要領及び仕様書等に関する質問を、以下のとおり受け付ける。 

 ⑴ 質問期間 令和８年７月１日（水）午前８時３０分から 

        令和８年７月６日（月）午後５時まで 
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 ⑵ 提出場所 伊東市会計課・Ｅメール<kaikei@city.ito.shizuoka.jp> 

 ⑶ 提出方法 質問内容を簡潔にまとめ、質問書（様式１）に記入の上、Ｅメールで提出

すること。なお、標題に「プロポーザル質問（事業者名）」と記載すること。 

 ⑷ 回答方法 質問に関する回答は、令和８年７月７日（火）午後５時に、伊東市ホーム

ページに掲載する。 

        なお、質問回答の内容をもって、本要領及び仕様書等の追加又は修正をし

たものとする。 

 

７ 企画提案書の提出 

前記５の参加資格を満たす者は以下の書類を提出すること。（正本１部、副本７部） 

企画提案書は、企画提案書作成要領（別紙１）を参考に任意の様式で作成すること。 

⑴ 提出書類 

 ア 企画提案書（様式２） 

 イ 見積書（様式３） 

 ウ 作業計画書（様式４） 

⑵ 提出期限 

   令和８年７月８日（水）午前８時３０分から 

  令和８年７月１７日(金)正午まで 

⑶ 提出場所 

  〒４１４－８５５５ 静岡県伊東市大原二丁目１番１号 

伊東市会計課 

⑷ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留等追跡サービス付きの方法）とする。持参する場合は、平日

午前８時３０分から午後５時までに限る。郵送の場合は、封筒に「プロポーザル企画提

案書等在中」と朱書きすること。 

⑸ 企画提案書等の著作権等の取扱い 

 ア 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。 

 イ 本市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があると

きは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものと

する。 

 ウ 本市は、企画提案者から提出された企画提案書等について、伊東市情報公開条例

（平成９年伊東市条例第１３号）の規定による請求に基づき、第三者に開示すること

ができる。 
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８ 企画提案書の審査及び評価 

 ⑴ 審査主体 伊東市セミセルフレジ導入業務事業者選定委員会 

 ⑵ プロポーザルへの参加承認及び選定委員会当日案内の通知 

  ア 企画提案書の確認後、プロポーザル参加の認否を電子メールにて通知する。参加に

ついて承認がされた事業者には選定委員会（プレゼンテーション・ヒアリング）の当

日案内も併せて通知する。 

  イ 企画提案書を提出したにもかかわらず、令和８年７月２１日（火）午後１時までに

認否の連絡がない場合は、令和８年７月２１日（火）午後５時までに、担当部署（伊

東市会計課）へ電話で問い合わせること。 

  ウ 参加不承認の場合は、市にその理由の説明を求めることができる。 

 ⑶ 選定委員会 

   選定委員会は選定委員会参加者として選定された者に対し、選定委員会への参加を

求め、企画提案書に関するプレゼンテーション及び質疑応答への参加を求め、選定委員

会参加者として選定された者はこれを行う。 

  ア 開催日 令和８年７月２３日（木） 

  イ 開催時間及び場所 別途、通知する。 

  ウ 時間配分 準備１０分、説明２０分以内、質疑応答１０分 

  エ 留意事項 

    選定委員会への参加者は、３人以内とする。プレゼンテーションの際にスライドを

投影して説明することは差し支えないが、パソコン等は各自で用意すること。 

    なお、プロジェクター及びスクリーンは市で用意する。その他必要な機材は参加者

で用意し、デモンストレーション用の実機の持ち込みも可とする。 

  オ 企画提案者が５者を超える場合は、令和８年７月１７日（金）午後１時から選定委

員会を開催し、提出された企画提案書の事前審査を行った上、でプロポーザルの参加

者を５者以下とする。 

 

９ 選定の方法 

  選定は、あらかじめ設定した選定基準（別紙２ 選定基準）に基づき、選定委員が企画

提案書及びプレゼンテーションの評価を行う形式で実施し、評価の合計点が、満点の６割

以上の選定委員会参加者のうち、総合評価で最高得点となった者を契約の相手方となる

候補者（以下「契約候補者」という。）及び２番目に得点が高かった者を次に契約の相手

方となる候補者（以下「次点者」という。）として契約の相手方に選定する。 

また、企画提案者が５者を超える場合は、あらかじめ設定した選定基準（別紙３ 選定

基準）に基づき、審査員が企画提案書及び選定委員会の評価を行う形式で実施し、評価の

高い５者をプレゼンテーション参加者に選定する。 

その際の評価点については、後日行われるプレゼンテーションの評価点に影響しない
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ものとする。 

  なお、上記において合計点が同じになる場合は、出席委員等の多数決で決定し、可否同

数のときは、会長が決定する。 

 

１０ 選定結果の通知及び公表 

  ⑴ 結果の通知 

    令和８年７月３１日（金）までに全ての参加者に対し、文書により結果を通知する。 

  ⑵ 結果の公表 

    契約候補者選定後、速やかに伊東市ホームページにて結果を公表する。 

    なお、参加者自身の評価については、契約締結後、市にその理由の説明を求めるこ

とができる。 

 

１１ 参加者の失格 

   次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

  ⑴ 企画提案書等を提出期限までに提出しなかったとき。 

  ⑵ 選定委員会の指定する時間に来場しなかったとき。 

  ⑶ 「５ 参加資格等」の各号のいずれかに該当しなかったとき。 

  ⑷ 本要領に記載の提案限度額を超える金額を記載した見積書を提出したとき。 

  ⑸ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

  ⑹ 選定結果に影響を与えるような、不誠実な行為があったと市長が認めるとき。 

 

１２ 契約 

   市は、契約候補者と協議し、契約候補者が提案した内容を反映した仕様書を調整の上、

契約を締結し、速やかに契約結果を伊東市ホームページ上で公表する。なお、本プロポ

ーザルは、参加者の企画力、提案力、業務遂行能力などを審査するものであるから、仕

様については、契約時に再度精査するものとする。 

   ただし、選定された事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、契

約を締結しない。なお、この場合は、次点者と協議するものとする。 

  ⑴ 「５ 参加資格等」の各号のいずれかに該当しなかったとき。 

  ⑵ 本要領に記載の提案限度額を超える金額を記載した見積書を提出したとき。 

  ⑶ 企画提案時の見積書（様式３）を超える金額を記載した見積書を提出したとき。 

  ⑷ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

  ⑸ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があったと市長が認めたとき。 
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１３ 契約締結後 

   契約者は、市との協議のもと、速やかに実施計画書（実施体制、連絡体制、工程など）

を作成し、市の承認を得ること。 

 

１４ その他 

  ⑴ 企画提案に要する費用は、全て企画提案者が負担するものとし、提出された企画提

案書は返還しない。 

  ⑵ 提出された各書類の差し替え、再提出は認めない。 

  ⑶ 当市に提出された書類等は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表すること

がある。 

  ⑷ 本企画提案の審査やその報告のために必要がある場合は、当市がその写しを作成

し、使用することができるものとする。 

  ⑸ 本件参加に係る費用は、全て参加者の負担とする。 

  ⑹ 提出書類における記名・押印は、契約の権限を有する代表者のものとする。 

  ⑺ 本プロポーザルのために市より受領した資料は、市の了解なく公表又は使用して

はならない。 

  ⑻ 本プロポーザルに係る企画提案書の提出後に、辞退する場合は、プロポーザル参加

辞退届(様式５)を提出すること。 

 

１５ 担当部署 

 〒４１４－８５５５ 静岡県伊東市大原二丁目１番１号 

伊東市会計課（担当・溝口） 

電話：０５５７－３２－１８６１（直通） 

Ｅメール：kaikei@city.ito.shizuoka.jp 

 

mailto:kaikei@city.ito.shizuoka.jp

